海老名市総合型地域スポーツクラブ取扱要領

　（目的）
第１条　この要領は、地域における運動及びスポーツ活動の拠点を確保し、地域住民の健康づくり及び交流の場を創出するため、総合型地域スポーツクラブ（以下「クラブ」という。）に対し、活動基盤強化事業及び普及・啓発・広報ＰＲ事業の支援をし、クラブの組織化及び定着化を推進することを目的とする。
　（クラブの要件）
第２条　クラブとしての位置付けについては、次の要件を満たした団体をクラブとして承認するものとする。
　(１)　クラブ組織の設立総会を行い、規約、会則、定款等に基づいた組織運営が行われていること。
　(２)　クラブの活動内容の広報や会員の募集を随時行っていることや、クラブの活動に非会員がいつでも参加できるよう便宜を図っていること等の地域に開かれた活動が行われていること。
　(３)　地域住民の多様なニーズに対応するため、複数種目（スポーツ活動を含んだ２つ以上の種目や分野で文化活動を含む。）及び複数世代（おおよその区分けとして、子ども・大人・高齢者などの世代）で定期的（おおむね週１回以上）に活動していること。
　(４)　会員から会費又は参加費を徴収していること。
　(５)　実施する種目の指導者を配置していること。
　(６)　定期的に活動する場所（占有、借用の別は問わない。）を確保していること。
　(７)　地域住民の自主的な活動を基本とし、営利を目的とした活動でないこと。
　(８)　会員の過半数が市内在住又は在勤若しくは在学する者で構成されていること。
　(９)　主として市内を拠点として活動していること。
　(10)　特定の政党や宗教その他政治的団体及び宗教的団体を支持していないこと。
　（承認方法）
第３条　前条の要件を満たし、クラブの承認を受けようとする団体は、海老名市総合型地域スポーツクラブ承認申請書（第１号様式）と次に掲げる書類を市長に提出し、同書類を確認・審査を実施した上で、海老名市総合型地域スポーツクラブ承認通知書（第２号様式）にて承認する。
　(１)　団体の会則等
　(２)　会員名簿
　(３)　前年度の事業報告書及び決算報告書（定期教室の教室名、会場、回数、参加人数、会費、参加費、補助金、助成金、協賛金、寄付金などのクラブ財源の確認及び審査ができる書類）
　(４)　当年度の事業計画書及び予算書
　(５)　その他必要と認めるもの
　（活動実績報告）
第４条　承認を受けたクラブは、年に１回、総会資料を市長に提出するものとする。
２　市長は、前項の規定により提出された総会資料により、継続した活動を確認するものとする。
　（承認の取消し）
第５条　クラブの解散その他の理由により活動実績がない場合、または、クラブの要件を満たすことができなくなった場合には、その承認を取り消すことができる。
２　市長は、前項の承認を取り消すこととなったクラブに、海老名市総合型地域スポーツクラブ承認取消通知書（第３号様式）を送付するものとする。
　（その他）
第６条　第３条の承認は、本市等の各種助成等を確定するものではない。また、本市所有の施設の優先利用及び使用料の減免については、対象とならないものとする。
２　クラブ活動中に生じた盗難・事故等について、本市は一切の責任は負わない。また、会員同士のクラブ内外でのトラブルについても同様とする。

　　　附　則　
[bookmark: _GoBack]　この要領は、平成２９年６月１日から施行する。
